
令
和
二
年
三
月
二
十
四
日（
火
曜
日
）

午
前
十
時
開
会

委
員
の
異
動

三
月
二
十
三
日

辞
任

補
欠
選
任

磯
�

仁
彦
君

野
上
浩
太
郎
君

加
田

裕
之
君

森
屋

宏
君

西
田

実
仁
君

高
橋

光
男
君

出
席
者
は
左
の
と
お
り
。

委
員
長

若
松

謙
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君

理

事

徳
茂
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森
本

真
治
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本

博
司
君

委

員

石
井

正
弘
君

進
藤
金
日
子
君

滝
波

宏
文
君

二
之
湯

智
君

野
上
浩
太
郎
君

長
谷
川

岳
君

松
下

新
平
君

三
浦

靖
君

森
屋

宏
君

山
本

順
三
君

小
林

正
夫
君

難
波

奨
二
君

増
子

輝
彦
君

吉
川

沙
織
君

吉
田

忠
智
君

高
橋

光
男
君

片
山
虎
之
助
君

柳
ヶ
瀬
裕
文
君

伊
藤

岳
君

国
務
大
臣

総

務

大

臣

高
市

早
苗
君

副
大
臣

総

務

副

大

臣

長
谷
川

岳
君

大
臣
政
務
官総

務
大
臣
政
務
官

斎
藤

洋
明
君

事
務
局
側

常
任
委
員
会
専
門

員

佐
藤

研
資
君

本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

〇
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案（
内
閣
提
出
、
衆
議
院
送
付
）

○
委
員
長（
若
松
謙
維
君
）

た
だ
い
ま
か
ら
総
務
委
員
会

を
開
会
い
た
し
ま
す
。

委
員
の
異
動
に
つ
い
て
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

昨
日
、
西
田
実
仁
君
、
加
田
裕
之
君
及
び
磯
�
仁
彦
君

が
委
員
を
辞
任
さ
れ
、
そ
の
補
欠
と
し
て
高
橋
光
男
君
、

森
屋
宏
君
及
び
野
上
浩
太
郎
君
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

○
委
員
長（
若
松
謙
維
君
）

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
を
議
題
と
い
た
し

ま
す
。

政
府
か
ら
趣
旨
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
す
。
高
市
総
務

大
臣
。

○
国
務
大
臣（
高
市
早
苗
君
）

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
そ

の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。

こ
の
法
律
案
は
、
自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
が
引
き
続

き
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関

す
る
法
律
の
期
限
を
十
年
間
延
長
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

次
に
、
法
律
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
御
説

明
申
し
上
げ
ま
す
。

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
有
効
期
限
を

令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
と
と
も
に
、

関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
て
お

り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要

で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
賜
り
ま
す

よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

○
委
員
長（
若
松
謙
維
君
）

以
上
で
趣
旨
説
明
の
聴
取
は

終
わ
り
ま
し
た
。

本
案
に
対
す
る
質
疑
は
後
日
に
譲
る
こ
と
と
し
、
本
日

は
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

午
前
十
時
一
分
散
会

三
月
二
十
三
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

一
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
六
年

法
律
第
五
十
九
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
第
一
項
中「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一

日
」を「
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
国
民
健
康
保
険
法
及
び
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議

員
及
び
長
の
選
挙
に
係
る
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
を
用

い
て
行
う
投
票
方
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中「
平
成
三
十
二
年

三
月
三
十
一
日
」を「
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」に

改
め
る
。

一

国
民
健
康
保
険
法（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九

十
二
号
）附
則
第
二
十
三
条

二

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に

係
る
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
を
用
い
て
行
う
投
票
方

法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
三
年
法
律
第

百
四
十
七
号
）附
則
第
三
条

（
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
条

地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
九
号
）の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
一
条
中「
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
」を「
令

和
二
年
四
月
一
日
」に
改
め
る
。

附
則
第
十
九
条（
見
出
し
を
含
む
。）中「
附
則
第
二
条

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
」を
削
る
。

（
地
方
自
治
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改

正
）

第
四
条

地
方
自
治
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
平

成
二
十
九
年
法
律
第
五
十
四
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と

し
て「（
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
）」を
付
す
る
。

第
五
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
中「
附
則
第
二
条

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
」を
削
る
。

（
第

二

部
）

（
六
七
）

第
二
百
一
回

国

会

参
議
院
総
務
委
員
会
会
議
録
第
七
号

第
二
部

総
務
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日

【
参
議
院
】

一



附
則
第
一
条
中「
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
」を「
令

和
二
年
四
月
一
日
」に
改
め
る
。

附
則
第
二
条
第
六
項
中「
附
則
第
二
条
第
一
項
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と

さ
れ
た
同
法
」を
削
る
。

附
則
第
五
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出

し
と
し
て「（
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の

一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）」を
付
す
る
。

附
則
第
六
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
中「
附
則
第

二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
」を
削
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
一
日
作
成

参
議
院
事
務
局

作
成
者

国
立
印
刷
局

Ａ

第
二
部

総
務
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日

【
参
議
院
】

二


